
議 員 提 案 第 ２ ３ 号 

 

新潟市議会の議決に付すべき事件に関する条例の一部改正について 

 

 

新潟市議会の議決に付すべき事件に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定

するものとする。 

 

 

  平成２０年３月１０日提出 
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       同                目 崎 良 治 

       同                小 山 哲 夫 

       同                渡 辺 和 光 

       同                佐 藤  誠 

 



新潟市議会の議決に付すべき事件に関する条例の一部を改正する条例 

 

 新潟市議会の議決に付すべき事件に関する条例（平成１８年新潟市条例第６９号）の一

部を次のように改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

 （３） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２の規定により定める都 

  市計画に関する基本的な方針の策定，変更又は廃止 

 

附 則 

 この条例は，公布の日から施行し，同日以後になされる都市計画法第１８条の２の規定

により定める都市計画に関する基本的な方針の策定，変更又は廃止について適用する。 

 


